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要  旨 

 

 サードセクターの経営実態に関する第 1 回調査（2010 年）、第 2 回調査（2012 年）に

続く第 3 回調査（2014 年）の結果を紹介、分析することによって、日本において政府行

政セクター、市場セクターと並ぶサードセクターを構築するための現状の実態と課題を検

討する。 

特に注目されるのは、2008 年から制度が施行された一般社団法人、一般財団法人の急増

である。すでに特定非営利活動法人の団体数は医療法人数に並びつつあるが、一般法人の

設立増加スピードはそれ以上のものがあり、２、３年のうちに最多の法人形態になると予

想される。しかも、これらの一般法人のなかではあえて「非営利型」を選ぶ団体が大半と

なっている。 

 財政、とりわけ収入内訳に関しては、公共サービス改革（特に「官から民へ」）の進展の

なかで、サードセクター組織、特に非営利組織における公的資金（なかでも補助金ではな

く事業収入）の比重が急速に増加しており、それだけに、非営利組織の自律性の確保と健

全な成長のために、官民関係の自由主義的改革をより徹底することが急務となっている。 

最後に、こうした非営利セクターの変化を前提にして、統一的非営利法人制度と統一的

公益認定制度への現実的道筋をどのように描くかについても提案を行っている。 
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はじめに 

 
 2014 年 9 月から 11 月にかけて、経済産業研究所において「日本におけるサ

ードセクターの経営実態に関する調査」の第 3 回調査を実施した。これは 2010
年、2012 年の調査に続く調査であり、きわめて複雑に分岐する日本の各種非営

利組織、各種協同組合を含むサードセクター全体を対象として、法人形態毎に

その経営実態を把握する調査は他に例がなく、3 回の継続調査によってかなり信

頼しうる情報が得られたと考える。しかも、今回は、郵送先の団体数を前回に

比べて約 2 倍に増やしたことにより、得られた回答数が約 7 割増となっている1。 
 調査対象団体は、総務省の「平成 24 年経済センサス－活動調査」の名簿から、

①「会社以外の法人」（163,837）、②「法人でない団体」（29,542）を合計した

193,379 団体を母集団として、その中から 26,000 団体を標本抽出したものであ

る。それらの団体に対して５１の質問を含むアンケート調査票を郵送する形で

調査を行った。今回の調査票では、政治・行政との関係に関する新たな 5 つの

質問を追加している。回収率は 25.5%（6,625 団体）であった。 
 今回の調査結果を分析するに当たり、サードセクター組織に影響を与える可

能性のあるいくつかの動向に注意しておくことが有益であろう。 
 その一つは、2006 年 5 月に公益法人関連３法が成立し、2008 年 12 月 1 日に

施行されてから数年が経過し、特例民法法人の新制度への移行期限（2013 年 11
月 30 日）も過ぎたことにより、一般社団、一般財団、公益社団、公益財団の新

たな姿が浮かび上がる時期になっているということである。一般法人について

                                                  
1 第一回調査のアンケートの郵送数は 12,500、第二回は 14,000 だったのに対し、第 3 回は

26,000 であった。 
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は、いわゆる主務官庁制が廃止されているので、法務局における登記情報しか

存在せず、法人の経営実態に関する公式情報がほとんど存在しないのが現状で

あるので、この調査結果はきわめて貴重なものといえる。 
 なお、前回調査からの変更点として、特例民法法人（社団、財団）は制度的

に消滅したのに伴って外した一方で、医療法人と社会医療法人、特定非営利活

動法人と認定・非営利活動法人を分離して調査したので、より詳細な実態が把

握できるようになった。 
 第二に、税額控除制度（これは認定・特定非営利活動法人以外にも、パブリ

ック・サポート・テストをクリアした他の公益法人にも適用されている）が 2011
年に特定非営利活動促進法の改正によって導入され2012年4月から施行されて

いることである。この制度が寄付額にどの程度の影響を与えているかが注目さ

れるところである。 
 第三に、より中長期的な動向になるが、2000 年前後から推進されている公共

サービス改革（官から民へ）によって、民間事業体が公的資金を使った事業の

実施を担う傾向がますます強まっていることが、サードセクター組織の収入構

造や経営実態にどのような影響を与えているかがもう一つの問題である。 
 たとえば、2000 年から施行された介護保険制度についてみると、事務コスト

などを除く総費用は 3.6 兆円（2000 年度）、7.6 兆円（2010 年度）、8.9 兆円（2012
年度）と急速に増大している2。 
 これに保育所、障害者福祉なども含めた社会保障給付費のなかの「福祉その

他」の額は、2006 年の 13 兆 7257 億円から 2011 年の 20 兆 3692 億円まで増加

している（『平成 26 年度版厚生労働白書』資料編）。 
 また、2003 年に導入された自治体の「公の施設」に関する指定管理者制度に

おいては、導入施設数は 2009 年の 70,022 施設から 2012 年の 73,476 施設へと

増加し、株式会社やサードセクター組織などの「民間企業等」が指定管理者に

なる割合も、29.3%から 33.2%に増加している3。 
こうした点に留意しながら、今回の報告書では個別のデータの紹介について

は付表に譲り、3 回の調査を踏まえた要点に絞って検討していきたい。 

 
 １ サードセクター組織の組織的力量の変化 

 
 本調査においては、事務所数、役員、職員の数や報酬、職員公募・採用、各

                                                  
2 厚生労働省「介護費用と保険料の推移」。

（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikumi.html） 
3 総務省「『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要」。

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000184386.pdf） 
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種内部規定、情報公開、監査、財政規模、政治・行政との関係、将来の拡大志

向などに関して多数の質問を設定している。 
まず最初に、サードセクター組織全体の総収入の平均値を見ると、157,460.7

万円⇒189,730.7 万円⇒65,631.4 万円と 2012 年から 14 年にかけての減少が大

きい。非営利組織全体の平均額は、118,121.2 万円⇒29,6526 万円⇒81,341.6
万円と 2012 年から 2014 年にかけて大きく回復を見せている。他方、各種協同

組合の平均額は、479,227.1 万円⇒220,756.4 万円⇒66,188.2 万円と大きな減少

を連続させている。要するに、協同組合が連続して平均額を大きく減少させた

ことにより、非営利組織は 2012 年から 14 年にかけてかなりの回復を見せてい

るにもかかわらず、サードセクター全体としては連続した減少となったという

ことである。 
サードセクター組織全体の総収入の中央値の 4 年間の推移を一覧表にしたも

のが表 A である。合わせて、表６３－１、表６３－２、表６２－３も参照。 
全体の中央値は、17,658.0 万円⇒5,049.5⇒4336.0 万円と明らかな減少傾向を

示している。非営利組織の中央値は、25,042.2 万円⇒5,808.5 万円⇒6,467.0 万

円と、やはり 2012 年から 14 年にかけて回復を見せている。他方、協同組合の

中央値は、21,373.5 万円⇒6,661.5 万円⇒2,315.0 万円と急速な減少が続いてい

る。ここでも、非営利組織と協同組合の違いが確認できる。 
個別に見ると、連続して中央値を低下させているのは、非営利組織では社会

福祉法人、学校法人、更生保護法人、協同組合では消費生活協同組合、農業協

同組合などである。 
他方で、2012 年から 2014 年にかけて増加している団体として、一般社団法

人（非営利型、それ以外）、一般財団法人（非営利型）、公益財団法人、特定非

営利活動法人、職業訓練法人、漁業協同組合、森林組合、法人格なし、などが

挙げられる。ほとんどが非営利組織である。 
 総収入の変化について要約すれば、協同組合が連続して平均額を大きく減少

させたことにより、非営利組織は 2012 年から 14 年にかけてかなりの回復を見

せているにもかかわらず、サードセクター全体としては連続した減少となった

ということである。 
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 表 A サードセクター組織全体の総収入の中央値の推移（万円） 

 

 

 
 総収入以外の個々の数値の変化については付表に譲り、ここでは、これらの

項目がそれぞれの角度から団体の組織的力量を示すものとして理解し、調査対
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象となったサードセクター諸組織全体の組織的力量が 3 回の調査を通じる 4 年

間で変化が見られたのかどうかを確認しておきたい。 

 
 ＜組織的力量が低下していることを示唆する項目＞ 
 ・事務所数が１つの団体の割合。61.6％⇒67.3％⇒84.1％。 
 ・常勤役員ありの団体の割合。62.4％⇒53.5％⇒54.6％。 
 ・常勤役員で報酬がある人数の平均値。2.48 人⇒1.95 人⇒1.26 人。 
 ・非常勤理事数（平均）。11.68 人⇒11.14 人⇒10.32 人。 
 ・CEO の報酬ありの割合。76.7％⇒67.7％⇒67.4％。 
 ・常勤有給職員ありの割合。93.1％⇒84.5％⇒84.1％。 
 ・常勤有給職員数の平均。82.2 人⇒41.6 人⇒11.83 人。 
 ・常勤有給職員の年収最高額の中央値。630.0 万円⇒460.0 万円⇒431.0 万円。 
 ・無償ボランティアありの割合。31.0％⇒18.9％⇒18.2％。 
 ・無償ボランティアの人数の平均（ありの団体のみ）。213.86 人⇒116.32 人

⇒69.66 人。 
 ・有償ボランティアありの割合。12.2％⇒7.3％⇒7.8％。 
 ・有償ボランティアの人数の平均。57.0 人⇒53.4 人⇒31.6 人。 
 ・就業規則ありの割合。91.3％⇒81.0％⇒80.6％。 
 ・給与規定ありの割合。89.4％⇒77.1％⇒76.8％。 
 ・退職金規定ありの割合。80.6％⇒66.6％⇒64.6％。 
 ・過去 3 年間に職員採用経験ありの割合。76.6％⇒58.9％⇒55.9％。 
 ・過去 3 年間の職員採用数とそのうちの新卒採用数の平均。22.81 人（8.47

人）⇒14.52 人（4.9 人）⇒6.74 人（1.4 人）。 
 ・職員公募の経験ありの割合。75.3％⇒60.5％⇒57.3％。 
 ・過去 1 年間に職員研修を行った団体の割合。75.8％⇒61.0％⇒57.3％。 
 ・公認会計士、税理士による監査を実施している団体の割合。36.2％⇒31.5％

⇒30.4％。 
 ・理事会・評議会の年間開催回数の平均。5.7 回⇒5.2 回⇒4.63 回。 
 ・日常的会議１の年間開催回数の平均。16.1 回⇒13.9 回⇒11.73 回。 

  
 ＜組織的力量が向上していることを示唆する項目＞ 
 ・CEO の報酬の平均値（全体）。547.11 万円⇒490.48 万円⇒913.84 万円。 
 ・無償ボランティアの平均活動時間（一か月）。32.38 時間⇒26.34 時間⇒69.66

時間。 
・有償ボランティアの活動時間数の平均（一か月）。37.1 時間⇒41.2 時間⇒41.6

時間。 



7 
 

 
 ＜どちらともいえない項目＞ 
 ・CEO の平均年齢。64.7 歳⇒65.0 歳⇒64.4 歳。 
 ・常勤職員の年収最低額の中央値。220.0 万円⇒209.0 万円⇒220.0 万円。 
 ・事業報告書を HP で公開している割合。21.2％⇒24.9％⇒22.5％。 
 ・決算報告書を HP で公開している割合。23.5％⇒26.6％⇒25.1％。 
・「国内全域」または「国内および海外」を活動地域としている団体の割合。

8.1％⇒8.9％⇒8.5％。 

 
 この点と上記の組織的力量に関わる数値の変化を総合的に判断するならば、

全体としてのサードセクターの個々の団体の組織的力量は最近 4 年間にわたっ

て低下してきたといってもよいと思われる。 
 ただし、より立ち入って法人形態毎に検討してみると、各種の数値では、社

会福祉法人、学校法人、医療法人以外の非営利組織は 2012 年から 14 年にかけ

て数値を上昇させている場合が多いのに対し、協同組合は数値を低下させてい

る場合が多い。 
 参考までに、サードセクター組織の拡大志向の変化についても見ておこう。 
 ・財政規模の拡大志向ありの割合。58.0％⇒55.8％⇒53.0％。 
 ・職員数の拡大志向ありの割合。34.8％⇒33.7％⇒34.0％。 
 ・活動地域の拡大志向ありの割合。40.2％⇒36.8％⇒36.2％。 
 ・活動事業分野の拡大志向ありの割合。46.9％⇒43.6％⇒43.7％。 
 これらを見ると、組織の拡大志向についても横ばいないし低下傾向にあると

判断される。 
 以上から確認される特に協同組合の組織的力量の低下の理由は推測するしか

ないが、経済的活動を中心にする組織であるがゆえに、経済のデフレ状況が続

いたことがさまざまな数値の低下の最大の理由だと考えられる。なお、協同組

合については、生協と農協の回答数がかなり減少したことが数値の変化に影響

している可能性もありうる。 
 ただ、こうした協同組合の組織的力量の低下に吸収されてサードセクター全

体の数値に表現されていないものの、非営利組織の方は、2010 年から 2012 年

にかけて力量を低下させたとはいえ、2012 年から 2014 年にかけてはかなりの

回復を見せていることは注目すべき現象である。 
 もちろん、以上は 4 年間の変化の確認にすぎないので、サードセクター組織

の力量の変化の方向についてそれほど確定的なことを言うことはできない。さ

らに調査を継続させつつ観察していきたい。 
 次に、こうしたサードセクター組織全体の組織的力量の変化を前提に、さら
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にその内部に立ち入って、個々の法人形態の間の組織的力量から見た相対的な

位置において変化があったのかどうかを見てみたい。 
 表 122 は、個々の設問への回答を団体の組織的力量を示すものと想定して、

個々の法人形態の相対的な位置をみるためにそれぞれの得点を集計したもので

ある（上位 3 分の１を＋１点、中位３分の１を 0 点、下位 3 分の１を－1 点）。 
 あくまでも、サードセクター諸組織全体のなかで個々の法人形態が相対的に

どのような位置にあるかを示すものにすぎないが、組織的力量という観点から

見てサードセクター諸組織が強弱さまざまに分岐していることが理解できると

いう意味で興味深い。 
 以下に、4 年間の変化を見るために３回の調査結果に基づいたランキングを掲

げる（医療法人、職業訓練法人、更生保護法人などは 2 回目から調査対象に加

えたほか、協同組合は 2 回目から分類を詳細化した。また公益法人制度改革に

よる法人の再編成のため法人種別が変化している点に注意）。 

 
＜2010 年＞ 

[高い] 学校法人（22）、社会福祉法人（17）、消費生活協同組合（16）、農業

協同組合（16）、公益財団法人（13）、特例民法法人（財団）（11）。 

 

[中間] 一般財団法人（6）、一般社団法人（3）、特例民法法人（社団）（2）、

その他の協同組合（－3）、公益社団法人（－5）、中小企業事業協同組合（－6）。 

 

[低い] 特定非営利活動法人（－13）、法人格なし（地縁）（－18）、法人格な

し（地縁以外）（－19）。 

＜2012 年＞ 

[高い]学校法人（15）、信用金庫など（15）、消費生活協同組合（14）、社会

福祉法人（13）、医療法人（12）、農業協同組合（9）、特殊法人など（9）、

共済組合（7）。 

[中間]公益社団法人（3）、その他の法人（1）、一般財団法人（上記以外）（0）、

公益財団法人（－2）、特例民法法人（財団）（－3）、一般社団法人（上記以 外）

（－3）、一般財団法人（非営利型）（－4）、更生保護法人（－4）、一般社団
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法人（非営利型）（－5）、特例民法法人（社団）（－6）、漁業協同組 合（－

6）、森林組合（－7）。 

[低い]特定非営利活動法人（－10）、中小企業等協同組合（－12）、職業訓練

法人（－14）、法人格なし（地縁以外）（－17）、法人格なし（地縁）（－18）。 

＜2014 年＞ 

[高い]社会福祉法人（17）、社会医療法人（15）、信用金庫、信用組合、労働金庫

（13）、学校法人（12）、医療法人（9）、共済組合（5）。 

 
[中間]公益財団法人（2）、公益社団法人（1）、消費生活協同組合（—1）、農業協

同組合（—1）、一般社団法人（上記以外）（—1）、一般財団法人（非営利型）（—1）、
一般財団法人（上記以外）（—1）、その他の法人（—2）、一般社団法人（非営利型）

（—3）、更生保護法人（—3）。 

 
[低い]特定非営利活動法人（－6）、認定・特定非営利活動法人（－7）、特殊法人、

独立行政法人、認可法人、各種の公法人（—8）、森林組合（—9）、漁業協同組合

（—11）、職業訓練法人（—14）、法人格なし・地縁（—16）、法人格なし・地縁以

外（—16）、中小企業等協同組合（—17）、その他の組合（—18）。 

 
 全体として、組織的力量を基準にした高、中、低の 3 グループはそれほど変

化しないまま継続していると言ってよいだろう。 
 一貫して高グループにいるのは、社会福祉法人、医療法人、学校法人、信用

金庫・信用組合・労働金庫、共済組合である。 
 一貫して低グループにいるのは、特定非営利活動法人、職業訓練法人、法人

格なし・地縁、法人格なし・地縁以外、中小企業等協同組合である。森林組合、

漁業協同組合もこのグループに入ると言ってもよい。 
 その他の各種社団法人、財団法人は中グループに入るものがほとんどである。

そのなかでは、公益法人の方が一般法人よりも若干ではあるが組織的力量が高

いようである。ただし、2010 年には特例民法法人の社団、財団が高グループに

入っていたのに、その後は公益法人改革に伴う移行によって一般法人や公益法

人（それらの中には新しく設立されたものも多い）に合流したためと思われる

が、中グループに移動していることが変化として注目される。 
 また、社会福祉法人、学校法人、医療法人（上記以外）が得点を落とした結

果、他の非営利組織との間の格差がかなり縮まってきていることは注目すべき

点だと思われる。最も得点の低い特定非営利活動法人もある程度得点を上げて
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きている（ただし、これはわれわれの調査に回答している特定非営利活動法人

が相対的に規模の大きな団体に偏っている可能性が高いということに留意する

必要がある。後述参照）。 
 なお、消費生活協同組合と農業協同組合は 2010 年、2012 年は高グループに

いたのに、2014 年には中グループに落ちていることについては、経済的デフレ

の影響と共に、回答数がかなり減少しているために数値に偏りが出た可能性も

考えられる。 

  
 ２ 寄付税制の改革と寄付収入の変化 

 
 寄付を促進するだろうと期待される近年の制度改革がどの程度の変化をもた

らしているのかを示すいくつかの数値を検討しておこう。 
 雨宮孝子によれば、公益法人制度改革実施直前の 2008 年 4 月 1 日現在で存在

していた特例民法法人（社団、財団）のうち、寄付金の所得控除の優遇措置を

受ける特定公益増進法人は 862 団体であった。 
 新しい公益法人制度では、公益社団法人、公益財団法人が同様の優遇措置を

受けることになったが、その合計数は新しい制度への移行期間が終了した 2013
年 11 月 30 日の時点で 9050 となり、10 倍以上に増加した。これは 2015 年 2
月末には 9321 まで増加している。そのうち、2011 年の特定非営利活動促進法

の改正によって導入された税額控除制度の適用を受けている法人が 892である4。

特定非営利活動法人のうち、税額控除制度を認められる認定ないし仮認定され

た法人は 2015 年 1 月の時点で合計 608 であるから、この制度は公益法人によ

ってより活用されていると言える。 
 さて、2008 年 12 月 1 日に存在していた特例民法法人 24,317 の寄付金収入の

平均は約 1600 万円であり、新しい公益法人の 2012 年の活動実績報告によると

寄付金の平均は約 3900 万円なので、新しい公益法人制度や税額控除制度が寄付

金の増加にかなり貢献していると推測される5。 
 ある推計によれば、日本の寄付金総額は 2012 年に約 1.4 兆円（個人寄付 6,931
億円、法人寄付 6,755 億円）で、それに対して 2013 年会計年度に公益法人 5,484
が受け取った寄付金総額が 2,157 億円なので、約 15％を占めることになる6。 

                                                  
4 『公益認定等委員会だより』第 40 号。

（https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyou
seiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&content
sType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120927532&meiNo=1121053519&sei
riNo=&edaNo=460&iinkaiNo=undefined&topFlg=0） 
5 岡本仁宏編著『市民社会セクターの可能性』関西学院大学出版会、2015 年、27 ページ。 
6 内閣府「平成 25 年 公益法人の概況」、40 ページ。
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 税額控除制度に絞った影響については、内閣府「平成 25 年 公益法人につい

ての概況）」7に興味深い集計が示されている。 
 表 B によれば、公益法人全体の寄付金収入は 2008 年度～22 年度の平均 7,190
万円から 2011・12 年度平均 9,460 万円へと 31.5％増加しているが、そのうち

税額控除対象法人は 51.7％の増加、非対象法人は 22.4％の増加となっている。 
 表 C によれば、個人寄付件数も、56.6 件から 71.2 件へと 25.8％増加し、そ

のうち税額控除対象法人は 29.3％の増加、非対象法人は 22.4％の増加となって

いる。 
 われわれの調査データからも寄付額の変化を確認しておこう。 
 まず、非営利組織全体の個々の市民からの寄付額の平均値を見ると、742.8 万

円⇒501.2 万⇒775.4 万円と、2012 年から 2014 年へと明らかに増加して 2010
年をも越えている。法人形態毎に見ると次の通りである。公益法人制度の渦中

において、法人形態毎の動きがさまざまに分岐しているのは興味深い。 
 特例民法法人（社団）446.0 万円⇒340.3 万円⇒（消滅） 
 特例民法法人（財団）496.0 万円⇒1,045.6 万円⇒（消滅） 
 一般社団法人 557.6 万円⇒[非営利型 200.5 万円、上記以外 254.0万円]⇒[23.0
万円、18.2 万円]。 

 一般財団法人 0 円⇒[非営利型 929.4 万円、上記以外 4.5 万円]⇒[61.7 万円、

6.9 万円] 
 公益社団法人 19.7 万円⇒436.8 万円⇒211.9 万円。 
 公益財団法人 32.4 万円⇒778.3 万円⇒2,233.2 万円。 
 社会福祉法人 327.8 万円⇒680.9 万円⇒1,099.6 万円。 
 学校法人 3,432.4 万円⇒1,173.0 万円⇒447.8 万円。 
医療法人      ⇒11.7 万円⇒[社会 207.2 万円、0 万円] 

 特定非営利活動法人 81.8 万円⇒95.7 万円⇒[認定 465.8 万円、594.7 万円]（な

お、中央値は 82.0 万円と 8.0 万円である） 
 職業訓練法人 27.0 万円⇒13.1 万円⇒14.4 万円。 
 更生保護法人 230.5 万円⇒460.2 万円⇒342.6 万円。 

  
 内閣府による「平成 25 年度 特定非営利活動法人に関する実態調査」によれ

ば、特活法人についても、税額控除制度の対象になっているかいないかで、総

収入に占める寄附金の占める割合が、52.2％と 2.3％と大きく異なっていること

                                                                                                                                                  
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&gyousei
No=00&contentsNo=00501&syousaiUp=0&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsT
ype=03&houjinSerNo=undefined&oshiraseNo=undefined&bunNo=0&meiNo=0&seiriN
o=undefined&edaNo=undefined&iinkaiNo=undefined&topFlg=0 
7 内閣府「平成 25 年 公益法人の概況」、前掲、50 ページ。 
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が確認できる。 
 なお、我々の調査でも、総収入における個人の寄付の占める割合は、認定特

活法人 5.4％、それ以外の特活法人 1.6％である。企業からの寄付も、4.5％と

0.1％と大きな違いがある。ただ、市民からの会費収入については、認定特活法

人が 1.7％であるのに対してそれ以外の特活法人は 21.2％であることは興味深

い。 
 以上を見ると、公益社団、公益財団、社会福祉法人、特活法人、更生保護法

人などが税額控除制度をよく活用しているといえるだろう。それに対し、学校

法人が活用できていないことが意外である。そして、税額控除制度が適用され

ない一般社団、一般財団は非営利型であっても寄付額の平均値が低くなってい

ることは、この制度の効果を逆の面から示しているといえよう。 

 
表 B 税額控除制度導入前後の寄附金収入額の増加率の比率 
   （法人あたり平均額・単位百万円、表中の「年度」は、会計年度による）        

 
 
表 C 税額控除制度導入前後の寄附件数の増加率の比率 
  （ 法 人 当 た り 件 数 、 表 中 の 「 年 度 」 は 会 計 年 度 に よ る ） 

 
 ３ 公共サービス改革とサードセクター組織の収入構成の変化 

 
 公共サービス改革、とりわけ公的資金による事業の実施が民間事業体へ委ね
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られつつある傾向は、当然ながら、営利企業と並んでその有力な担い手の一つ

であるサードセクター組織の収入構成の変化をもたらしていると予想される

（それがさらに組織運営全般にも影響する可能性がある）。 

 
（１）公的資金の割合と稼いだ収入の割合の変化 
 ここでは、もともと市場での事業収入の割合が高い協同組合を別として、主

に非営利組織を対象にして収入構成の変化を確認してみたい。従来と同様に、

収入全体のなかでの公的収入の割合という基準と、稼いだ収入（earned income）
ともらった収入（voluntary income）の比率という基準に基づいて検討する。 
 まず、公的資金の割合の高い順に挙げると以下のようになる。 
職業訓練法人（97.6％）、社会医療法人（97.2％）、社会福祉法人（88.3％）、

医療法人（上記以外）（78.5％）、更生保護法人（67.0％）、認定・特定非営利活

動法人（57.2％）、//(48.7% )//一般社団法人（上記以外）（46.2％）、公益社団法

人（41.1％）、法人格なし（地縁）（40.8％）、公益財団法人（37.5％）、非営利活

動法人（上記以外）（34.9％）、法人格なし（地縁以外）（29.2％）、一般社団法人

（非営利型）（28.8％）、学校法人（24.6％）、一般財団法人（非営利型）（21.6％）、

一般財団法人（上記以外）（4.0％）。 
 次に、「稼いだ収入」の割合の高い順に挙げると次のようになる。 
医療法人（上記以外）（99.8％）、職業訓練法人（99.6％）、一般財団法人（上

記以外）（99.3％）、社会医療法人（97.8％）、社会福祉法人（94，7％）、一般社

団法人（上記以外）（81.7％）、一般財団法人（非営利型）（77.4％）、公益財団法

人（76.0％）、認定・特定非営利活動法人（73.8％）、特定非営利活動法人（72.1％）、

一般社団法人（非営利型）（69.3％）、公益社団法人（67.3％）、更生保護法人

（64.7％）、学校法人（63.0％）//58%//法人格なし（地縁以外）（45.8％）、法人

格なし（地縁）（38.0％）。 
 この二つの基準を縦軸、横軸にとって、前２回と同様に、公的資金の割合は

2010 年のサードセクター全体の平均であった 48.7％以上か以下かで分け、稼い

だ収入の割合は 58％以上か以下で分けて 4 つのグループに分けて配置したもの

が以下の図 A である。 
 また、非営利組織全体の収入内訳を示した表を 3 回分並べたものが表 D、E、

F である。 
 2 年間ではあるが、かなり顕著な変化が起こっていることが分かる（調査のサ

ンプル数が約 2 倍になっていることが影響している可能性もありうるが、とり

あえずそれはないものとして検討してみる）。 
 第一に、政府行政セクターから稼いだ収入の割合が 26.1％⇒50.5％⇒70.8％
と急速に伸びている。公共サービス改革によって公的事業の実施を担うことに
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よる事業収入が急増したのだと考えられる。これに伴い、政府行政セクターか

らのもらった収入（公的補助金）が着実に減少しているにもかかわらず、公的

資金全体の割合は 38.1％⇒61.0％⇒75.5％と、これも前回から今回にかけて大

きく伸びている。 
 公的資金のなかでは、介護保険や障害者福祉などのバウチャー制度、事業委

託契約、指定管理者制度の順に割合が高い。 
 第二に、稼いだ収入の割合が 77.1％⇒69.2％⇒91.4％と、特に 2012 年から

2014 年にかけて急激に伸びている。 
もちろん、個々の法人形態をみれば、逆の動きを見せているものもある。そ

の結果が図 B から図 A の間に見られる個々の法人形態の移動と４グループのか

なりの再編成というわけである（後述）。 

 
図 A サードセクター組織の分類（2014）     
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図 B サードセクター組織の分類（2012） 
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表 D 非営利組織全体の収入内訳（2010 年） 
 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 34.1 7.4  41.5

政府行政セクター ＊26.1 12.0  38.1

企業セクター 14.5 3.0  17.5

サードセクター 2.4 0.6   3.0

（団体内部）     

合計 77.1 23.0  100.1

*バウチャー15.9％、事業委託 5.7％、指定管理者 2.7％、その他 1.8％。 
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表 E 非営利組織全体の収入内訳（2012 年） 
 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 11.7 3.9  15.6

政府行政セクター ＊50.5 10.5  61.0

企業セクター 5.3 1.6        6.9

サードセクター 1.7 1.1        2.8

（団体内部）   13.8 13.8

合計 69.2 17.1  100.1

＊バウチャー27.8 ％、事業委託 10.3％、指定管理者 5.3％、その他 1.1％。 

 
表 F 非営利組織全体の収入内訳（2014 年） 
 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 11.9 3.0  14.9 

政府行政セクター *70.8 4.7  75.5 

企業セクター 7.4 0.4            7.8 

サードセクター 1.3 0.4   1.7 

（団体内部）              0.0 

合計 91.4 8.5  99.9 

＊バウチャー38.0％、事業委託 23.3％、指定管理者 8.7％、その他 0.8％。 

 
（２）イギリスとの比較 
 参考までに、日本より早くサッチャー政権からブレア政権にかけて公共サー

ビス改革が進んだイギリスの動向を参照しておこう。 
 イギリスのボランタリー・セクター（非営利セクター）全体の収入構成の変

化をみると、公的資金については日本とほぼ同様の動きがみられる。つまり、

公的な助成金が 19.5％（2011 年）⇒9.4％（2009 年）⇒6.5％（2011 年）と着

実に減少する一方で、政府行政セクターからの事業収入は 17.7％⇒29.8％⇒

28.3％と増大している。ただ、イギリスにおいてはこの伸びは 2009 年頃からは

横ばいに転じているようである。結果として、公的資金全体の割合は、37.2％
⇒39.2％⇒34.8％とそれほど変化は見られない。日本において 2014 年に 75.5％
にまで達していることと大きく異なる。 
 イギリスに関して注目されるもう一つの変化は、個々の市民から稼いだ収入
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ともらった収入の双方ともが着実に増加しており、合計して 2011 年には 44.4％
にまで達しているということである。日本においては、2010 年においてはその

合計が 41.5％だったが 2014 年には 14.9％にまで減少している。 
 日本の非営利セクター全体の収入において、公的資金からの事業収入が 70％
という圧倒的に高い比率にまで達していることは、イギリスと比較して顕著な

特徴だといえる。また、民間寄付の比率が著しく小さく（前述のように制度改

革によって寄付収入の増加があったにもかかわらず）、事業収入が全体として

91.4％に上っている点も顕著な特徴である。イギリスの場合、その数値は約 54％
にとどまっている。 

 
表 G ボランタリー・セクターの収入内訳（イギリス、2001/02） 
 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 16.9 19.9  36.8 

政府行政セクター 17.7 19.5  37.2 

企業セクター 1.3  2.5   3.8 

ボランタリー・セ

クター 

1.8 5.3   7.1 

付属収入 5.2    5.2 

（団体内部）    10.0  10.0 

合計 42.9 47.2 10.0 100.1＊ 

＊実額で、246 億 3380 万ポンド。 

 
表 H ボランタリー・セクターの収入内訳（イギリス、2009/10） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 17.9 21.2  39.1 

政府行政セクター 29.8  9.4  39.2 

企業セクター 2.2  2.0    4.2 

ボランタリー・セ

クター 

 3.4  5.8   9.3 

付属収入 1.5    1.5 

（団体内部）    6.7   6.7 

合計 54.8 38.5 6.7 100.0 

＊実額で 366 億 8140 万ポンド 
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表 I ボランタリー・セクターの収入内訳（イギリス、2011/12） 

 

 稼いだ収入** もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 21.7（12.8） 22.7  44.4 

政府行政セクター 28.3（28.1）  6.5  34.8 

宝くじの配分金  1.3   1.3  

企業セクター 2.3 （1.3）  2.4    4.7 

ボランタリー・セ

クター 

 2.0 （1.7） 6.1   8.1 

 

投資    6.9   6.9 

合計 54.3 （43.9） 39.0 6.9 100.2* 

*実額で 392 億 4910 万ポンド。 
**カッコ内は稼いだ収入のうちのチャリティ目的のものの割合、内数。 

90.2% 
 
（３）グループ構成の変化 
 以上で見た日本の非営利セクター全体の動向、特に公的資金の事業収入の割

合が著しく高まっていることを踏まえつつ、非営利セクター内部の個々の法人

形態の分布がどのようになりつつあるかに目を転じてみると、興味深い動きが

見える。 
 2010 年と 2012 年においては、非営利諸組織は収入内訳の点から大きく４つ

のグループに分類することができた。2012 年の状況を示す図 B（2010 年もほぼ

同様）から分かるように、Ⅰ（公的資金の割合と稼いだ収入の割合の両方が高

い＝公的事業収入中心）、Ⅱ（公的資金の割合が高く稼いだ収入の割合が低い＝

公的補助金中心）、Ⅲ（公的資金の割合が相対的に低く稼いだ収入の割合が高い

＝民間事業収入中心）、Ⅳ（公的資金の割合と稼いだ収入の割合の両方が低い＝

民間寄付、助成金中心）という 4 つのグループが見られた。 
 ところが、2014 年調査の結果に基づく図 A では、事実上二つのグループに集

約されつつあるように見える。つまり、公的事業収入が圧倒的な割合を占める

グループ（職業訓練法人 97.3％、社会福祉法人 83.7％、社会医療法人 95.0％、

医療法人 78.4％）と、公的資金の割合は相対的に低く、稼いだ収入の割合が高

いグループ（社団、財団のすべて。認定特活法人や更生保護法人はやや公的資

金が高いがこのグループに近い。学校法人はやや民間寄付の割合が高いがこの

グループに近い）の二つである。 
 かつてのⅡグループは、職業訓練法人や更生保護法人が稼いだ収入を大きく
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増やすことで、属する法人がなくなっている。 
 また、かつてのⅣグループは、学校法人が稼いだ収入の割合を増やすことで

Ⅲグループに移動したため、法人格なしの団体のみが残ることとなった。 
 こうして、日本の非営利組織全体の構成は、全体として事業収入の割合を高

めている団体がほとんどで、その中では、公的事業収入が著しく高いグループ

と、公的事業収入が相対的に低いグループが分かれるという形になっているわ

けである。この形が持続するかどうかは分からないが、今回の調査で明確に表

れた動向であるだけに、今後の動向を注視したい。 

 
（４）特定非営利活動法人に関する内閣府調査 
 補足として、われわれの調査では、回答が相対的に財政規模の大きな団体に

偏っていると思われる特定非営利活動法人に関して、内閣府によるより大規模

な調査（平成 25 年度）8が行われているので、その結果を紹介しておきたい（わ

れわれの調査では、認定特活法人の回答数 68、特活法人の回答数 668 に対し、

内閣府調査では 268 と 10,178 である）。 
 われわれの調査では、総収入の中央値は、認定特活法人 1,749.5 万円、特活法

人 1948.0 万円だったが、内閣府調査（図 C）では、2,043 万円と 662 万円とな

っており、こちらの方が信憑性が高いと思われる。われわれの調査では、特活

法人の総収入が大きく出過ぎていると考えるべきだろう。 

 
 図 C 特定非営利活動法人の総収入の内訳（内閣府、2013 年） 

 

 
 

                                                  
8 内閣府『平成 25 年度 特定非営利活動法人に関する実態調査 報告書』。 
（https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/h25_houjin_chousa_all.pdf） 
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図 D 特定非営利活動法人の事業収入の内訳（内閣府、2013 年） 

 

 
 内閣府調査では、収入内訳や事業収益の内訳は分かるが（図 C、図 D）、補助

金・助成金の民間、政府行政の内訳は分からないので、これに関してはわれわ

れの調査結果の比率で民間と政府行政に割り振って作成したのが下記の図 J、図
K である。 
 この結果をもとに図 A のなかに認定特活法人と特活法人を位置付けると、両

方ともに法人格なしが属するⅣグループ（公的資金の比率も事業収入の比率も

相対的に低い）に属することになる。 
 回答数が 4 倍から 15 倍ほども大きいので、内閣府の調査の方がより実態に近

く、われわれの調査結果は、財政規模が大きく事業収入の割合の高い団体に偏

った数値になっていると考えるべきであろう（表 L、M、N、O）。 
 内閣府調査に従って、認定特活法人の平均的プロフィールを描けば、総収入

の中央値は 2,045 万円で、内訳では寄付金が 52.2％と多いのが特徴である。そ

の結果、稼いだ収入の割合（30.0％）も公的資金の割合（28.5％）も低い。寄付

額の中央値は 76 万円で、寄付者数の中央値は 60 人である。常勤有給職員の中

央値は 2 人、職員数の中央値は 6 人である。正会員数の中央値は 45 人、賛助会

員数の中央値は 33 人、正会員の会費の中央値は 5 千円、ボランティア数の中央

値は 72 人である。 
 他方、それ以外の特活法人の平均的プロフィールを描けば、総収入の中央値

は 662 万円で、内訳では事業収入が 56.9％と多いのが特徴である。その結果、

認定特活法人よりも稼いだ収入の割合（56.9％）も公的資金の割合（37.8％）も

高い。ただし、社団、財団と比べると稼いだ収入の割合は低い。寄付額の中央

値は 0 で、寄付者数の中央値も 0 である。常勤有給職員の中央値は 1 人、職員

数の中央値は 5 人である。正会員数の中央値は 15 人、賛助会員数の中央値は 3
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人、正会員の会費の中央値は 2 千円、ボランティア数の中央値は 10 人である。 

 
表 J 認定・特定非営利活動法人の収入内訳（内閣府、2013 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 その他 合計 

民間 9.1 62.3  71.4

政府行政セクター 20.9 7.6  28.5

その他    0.9           0.9

合計         30.0           69.9            0.9 100.8  

 
表 K 特定非営利活動法人の収入内訳（内閣府、2013 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 その他 合計 

民間 20.5 21.2  41.7

政府行政セクター 36.4 1.4  37.8 

その他   20.5          20.5

合計         56.9           22.6           20.5 100.0

 
表 L 特定非営利活動法人の収入内訳（RIETI、2010 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 15.1 11.4  26.5 

政府行政セクター 44.5* 17.3  61.8 

企業セクター 4.4 1.3  5.7 

サードセクター 5.1 1.1  6.2 

（団体内部）     

合計 69.1 31.1  100.2 

*バウチャー27.8％、事業委託 10.3％、指定管理者 5.3％、その他 1.1％ 
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表 M 特定非営利活動法人の収入内訳（RIETI、2012 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民     11.7      5.7           17.4 

政府行政セクター    ＊52.9      11.4           64.3 

企業セクター     3.8          1.8           5.6 

サードセクター     3.3          2.2           5.5 

その他             7.1           7.1 

合計     71.7          21.1           7.1          99.9 

＊バウチャー30.1％、事業委託 13.5％、指定管理者 7.2％、その他 0.4％。 

 
表 N 認定・特定非営利活動法人の収入内訳（RIETI、2014 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 7.8 7.5  15.3

政府行政セクター *47.2 10.0  57.2

企業セクター 16.9 4.7  21.6

サードセクター 1.9 4.0  5.9

（団体内部）    0.0

合計 73.8 26.2  100.0

*バウチャー24.0％、事業委託 20.1％、指定管理者 2.9％、その他 0.2％。 

 
表 O 特定非営利活動法人（上記以外）の収入内訳（RIETI、2014 年） 

 

 稼いだ収入 もらった収入 （投資利益） 合計 

個々の市民 12.1 22.9  35.0

政府行政セクター *32.6 2.3  34.9

企業セクター 27.0 0.9  27.9

サードセクター 0.4 1.6  2.0

（団体内部）    0.0

合計 72.1 27.7  99.8

＊事業委託 23.1％、バウチャー7.3％、指定管理者 2.0％、その他 0.2％。 
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 おわりに――非営利セクターの今後の見通し 

 
 2014 年調査から日本の非営利セクターの動向について、かなり顕著な特徴を

確認することができた。セクター全体の収入内訳では、公的事業収入が 70.8％
と圧倒的に高い割合を占めている（公的補助金は 4.7％にすぎない）。ただし、

個々の法人形態に立ち入ってみると、職業訓練法人、医療法人、社会福祉法人

では公的事業収入が極端に高い一方で、各種の社団、財団や学校法人は公的資

金の割合はそれほど高くないことが分かる（とはいえ、稼いだ収入の割合は 60％
を越えるが）。学校法人は授業料収入が多いし、社団や財団は民間からの事業収

入が多い。 
 また、公益社団、公益財団の増加や税額控除制度の導入によって公益法人や

認定特定非営利活動法人では寄付の増加がみられたが、非営利セクター全体で

は総収入に占める個人寄付の割合は 3.0％にとどまっている。 
 公的事業収入の増加は、いうまでもなく急展開しつつある公共サービス改革

の影響であるが、それだけに、バウチャー制度、事業委託制度、指定管理者制

度などの制度設計の改善によって、公的資金に関するアカウンタビリティを確

保しつつ、非営利組織の民間団体としての自律性を保障し、事業の成果を向上

させるような工夫を積み重ねることが急務となっているといえよう。 
 特に、高齢者介護（居宅）、障害者福祉、保育所などがバウチャー制度のもと

で参入も自由化したのに対し、医療や幼稚園はバウチャー制度が導入されなが

らも参入独占が維持され、義務教育においてはバウチャー制度の導入自体がな

されていないので、参入自由化が依然として大きな課題だと言わねばならない。 
 その際、株式会社の参入をめぐって賛否両論があるが、諸外国の事例をみて

も、株式会社の参入を許したうえで制度設計の工夫によって起こりうる諸問題

に対処するという方針に転換すべきだと私自身は考えている。株式会社参入は、

非営利組織、協同組合組織が、それらとの競争の中で経営能力を向上させるた

めだけでなく、「非営利」組織としての独自の存在意義を抽象的な理念としてで

はなく、利用者や地域社会にとっての具体的な価値として示すためにもむしろ

必要だからである。 
 最後に、以上を踏まえて、非営利セクター全体の今後の見通しについて触れ

ておきたい。 
「110 年ぶりの大改革」と言われる公益法人制度改革が 2006 年に実現し、

2008 年 12 月から施行され、2013 年 11 月末で移行期間が終了したため、特例

民法法人（社団、財団）は消滅した。 
 宗教法人を除き、最も数が多いのは医療法人であり、2014 年 3 月末で 49,889
であり、毎年ほぼ 1000 団体ずつ増加している。 
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 特定非営利活動法人は、2015 年 1 月末で 49,873 であり、一般法人制度施行

以後は増加スピードはかなり落ちているとはいえ、それまでの 1 年間で 1,477
増加しているので、2、3 年のうちに最多の法人形態になる見通しである。 
 社団法人、財団法人（一般、公益）の総数は、2014 年 4 月で 41,053 であり、

最近では特活法人よりも設立数増加のスピードはかなり速いと思われるが、特

例民法法人の移行数を除いた新規設立数についての正確な数字が得られないの

で確言できない。しかし、行政庁による認証という手続きすら要らない登記だ

けで設立できる制度なので、近い将来に最多の法人形態になることは確実とい

えよう。 
 これが意味するのは、1898 年 7 月施行の民法 34 条によって、主務官庁の「許

可」という統制のもとに置かれてきた社団、財団という非営利組織の二つの基

本的組織形態が、一般社団、一般財団という完全な準則主義で設立可能になっ

たということを受けて、実際にも非営利組織全体の二つの基本的組織形態とし

ての存在感を持ち始めているということである。 
 ここで当然問題となるのは、特別法で設立されている社団である特定非営利

活動法人、職業訓練法人社団、医療法人社団、特別法で設立されている財団で

ある社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、職業訓練法人財団、医療法人財

団などをすべて統一的非営利法人制度（社団、財団）のもとに包括して簡単明

瞭な非営利法人制度に転化すべきではないかということである。 
 実際、公益法人制度改革の意義を初めて本格的に論じた著作において、何人

かの論者が統一的非営利法人制度への道筋について問題提起している。 
 そのうち、最も具体的な山岡義典が提案する「非営利法人制度の統一的将来

像」が以下のものである（図 E）。 
 これはいわゆる二階建ての仕組みであり、一階部分に統一的非営利法人制度

を置く9。 
 「まず、法人制度は非営利法人法で一本化する。これには非営利社団法人と

非営利財団法人を含む。現在の一般法人のうちの非営利徹底型と同等のもの

とし、設立は準則主義とするが、特定非営利活動法人のように一定の情報公

開の仕組みを導入する。税制的には、原則非課税（有益事業課税）とし、そ

れに相応しいガバナンス規定を設ける。」 
  こうして設立された一般法人が一定の基準で「「認定」を受けると二階部分の

各種認定法人になり、共通の寄付税制を適用される。山岡によれば、この認定

は統一的な認定機関で行うことができればもっともよいが、認定基準の考え方

さえ統一的に法制化できれば現在の所轄庁がそれぞれ行ってもよいという。 

   
                                                  
9 岡本編著『市民社会セクターの可能性』、前掲、153 ページ。 
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  図 E 非営利法人制度の統一的将来像のひとつの考え方（山岡義典） 
 

 

この提案について、私自身は一階部分の統一的非営利法人法制については全

面的に賛成である。しかし、二階部分に関しては、寄付税制の適用を受けるた

めの公益「認定」と、特定の公益的事業（医療、福祉、教育など）を実施する

うえで必要な要件を満たしているという指定事業者「認定」とが混同されてい

る点で異議がある。 
 共通の寄付税制の適用を受ける以上、その認定は統一的基準に基づいて統一

的認定機関が行うべきである。これを現在の所轄庁で行ってもよいという山岡

の提案は、改革の現実的可能性を高めようとするものであろうが、指定事業者

の認定と混同されて運用される危険が高いので望ましくないと考える。 
 現在の各所轄庁が認定にこだわっているのは、主に公益的事業を担う指定事

業者としての要件を確保させたいからだと思われる。その意味で、指定事業者

としての「認定」権限さえ確保できるなら、寄付税制の適用に関する認定権限

を手放すことへの抵抗はそれほど強くならないのではないか。 
 こうして、寄付税制の適用のための認定と特定の公益的事業を実施する指定

事業者としての認定とは事柄の性質上区別すべきだという原則論とともに、実

現可能性という点から見ても、統一的非営利法人制度とともに、統一的な公益

認定制度を構築するのが望ましいというのが私の提案である。 
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 そのうえで、各分野の公益的事業を実施する指定事業者となるための「認定」

は、それぞれの分野の担当官庁が行うことが現実的であろう。しかも、その際

の認定を申請できるのは、公益認定された団体だけでなく、すべての非営利法

人（および民間企業）であるべきである。そうすることで、指定事業者として

の認定を受ければ、株式会社も非営利法人も協同組合もすべて公益的事業の実

施主体となれることになる。現状でも、介護保険、障害者総合支援法、保育所

などの事業について、株式会社や公益認定を受けていない非営利法人が指定事

業者となることができる。 
 こうした将来像から考えると、現状においてまず必要なのは、各分野の公益

的事業への参入の自由化にほかならない（しかも、これは現に徐々に実現しつ

つあるという意味で実現可能性が高い）。これは、それらの事業の効率性や有効

性を向上させて「良い公共サービス」を実現するうえで望ましいだけでなく、

各主務官庁が特定の公益法人を統制下に置く主務官庁制を事実上空洞化するこ

とになるという意味で重要でもある。 
 このようにして、主務官庁制がほぼ完全に空洞化して初めて、統一的非営利

法人制度と統一的公益認定制度を構築できる現実的条件が生まれてくるだろう。

なお、そうした統一的非営利法人法を準備するためにも、現在の一般法人法を

改正して、一般法人を非営利徹底型として法定することは早急に実現しておく

べきである。実際、今回の調査でも、一般社団法人の 84.2％は非営利型であり、

一般財団法人の 80.3％は非営利型である（回答団体のなかでの割合であるので、

実態より高めになっていると推測されるが）。 
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